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担当する「ながふく
障がい者プラン」の

重点施策

今後の課題、取組 長久手市における療育支援体制の整備

協議内容

１．平成２９年度児童教育支援部会について
　第１回　実施日時　平成２９年９月２２日（金）
　(１)　療育支援体制の整備について
     ア　長久手市障がい者自立支援協議会児童教育支援部会報告（案）
　　　 　内容の確認を行った。
　　 イ　児童発達支援センター整備に関する検討事項について
　　　　 施設整備に関すること、運営体制に関すること及び相談支援体制に関
       　することについて近隣市町の状況を踏まえ、課題を明確化するととも
　　　　 に、個別具体的な内容を協議するため、今後は別に作業部会を設ける
　　　　 等のことも検討することとした。
（２）　放課後等デイサービスに係る厚生労働省令の改正について
　　　　（放課後等デイサービスガイドライン等）
　　　　市内の放課後等デイサービス事業所が本部会の構成員となっていること
　　　　から、厚生労働省令の改正に伴う人員配置基準の厳格化への対応状況や
　　　　放課後等デイサービスガイドラインの自己評価及び保護者評価、改善の
　　　　内容の公表に関する各事業所の取組状況について報告を受け、部会内で
　　　　の状況共有を図った。
　第２回　平成３０年３月１６日（金）実施予定

２．児童発達支援センター設置に係る作業部会の設置
　　児童発達支援センターの設置に関して、各分野の方からの意見を集約するた
　　め、障がい児の親の会、福祉、教育、保育等の代表者を委員とした作業部会
　　を設置し、第４回まで実施した。
　　　第１回　平成２９年１１月１０日（金）
　　　第２回　平成２９年１２月２７日（水）
　　　第３回　平成３０年　１月２９日（月）
　　　第４回　平成３０年  ２月２３日（金）
　　　第５回　平成３０年　３月１６日（金）実施予定
　　本作業部会において、児童発達支援センターの運営体制や職員配置、障がい
　　者相談支援センターとの役割分担等について検討を行った。今後も引き続き
　　児童発達支援センターを含む療育支援体制について検討を行う。

３．年間課題の進捗状況
　　「療育支援体制の整備」等については上記のとおりであり、「各保育園への
　　巡回相談(長久手市保育所等巡回相談支援事業)」については、長久手市障が
　　い者相談支援センター相談員が実施。平成２８年度実績は１３件（保育園６
　　園・小学校１校）、平成２９年４月～平成３０年２月の実績は０件。

４．今後について
　　「（仮題）児童発達支援センター設置に係る作業部会報告（案）」について
　　取りまとめ障がい者自立支援協議会児童教育支援部会で報告をするととも
　　に、放課後等デイサービス事業所の個別ケース検討等を実施予定。


